
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは？ 

 

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が

5 団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふる

さと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふる

さと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制

度)が創設されました。 

 

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、申請書に記入の上、ふるさと納税を

する際に、ふるさと納税先団体へ申請書を提出する必要があります。 

（転居による住所変更など）提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした

翌年の 1月 10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出する必要があります。 

このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成 27 年 4 月 1 日以降に行うふるさと納税が対

象です。平成 27 年 1 月 1 日から 3月 31日までにふるさと納税を行っている方は、平成 27年中

のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。（平成 28 年以

降のふるさと納税については、5 団体以内であればふるさと納税ワンストップ特例の適用を受け

ることが可能です。） 

なお、5 団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確

定申告を行う方も、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への

記載が必要となります。 

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民

税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税

が軽減されます。)。 

※詳細は総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html 

 

問い合わせ：田上町役場 総務課 政策推進室 ☎０２５６－５７－６２２２ 


